
番号 質問箇所 質問事項 回答

1 労務単価について
本工事で採用する労務単価は、令和６年３月から適用されている公共工事設
計労務単価でしょうか、それとも令和７年３月から適用される公共工事設計
労務単価でしょうか。ご教示ください。

単価の取り扱いについては、後日HPにて公表予定です。

質問書に対する回答４１

件名）長野自動車道　一本松トンネル（上り線）北補強工事


